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研究成果の概要： 

今日の臨床現場において「倫理」は不可欠な要素となっている。では、臨床現場での「倫理」

問題というのは、医師や看護師など医療者側の、いわゆる「モラル」の問題であるか、という

と実はそんなに単純ではない。例えば英国では 2001 年より、UK Clinical ethics network と

いう倫理問題に遭遇した医療者をサポートする「倫理コンサルテーション」のシステムが存在

している。日本にはまだ同様のシステムが確立されていないが、報告者がそのプロトタイプと

して宮崎にて開始した倫理コンサルテーションの現状と課題について報告を行う。 
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１．研究開始当初の背景 

今日の臨床現場において「倫理」は不可欠
な要素となっている。では、臨床現場での「倫
理」問題というのは、医師や看護師など医療
者側の、いわゆる「モラル」の問題であるか、
というと実はそんなに単純ではない。とりわ
け「延命治療の差し控え・中止」という問題
は、臨床現場の医療スタッフにとっても重大
な決定を迫られる深く、悩ましい倫理的問題
である。実際の日常診療の現場で、医師をは
じめ医療従事者が直面する「延命治療の差し
控え・中止」をめぐる倫理的ジレンマは、い

わゆる「医師の職業倫理指針」や「倫理綱領」、
あるいはまた様々な「倫理ガイドライン」に
記載されている倫理原則を現場に「当てはめ
る」ことで、たちどころに解決するようなも
のではない。 
また、一般によく強調されるような「倫理

的な医師」とは、「やさしさと共感性に溢れ
た人格高潔な医師になることである」という
個人の人格と品性の陶冶のみに期待するよ
うな「倫理」観こそが、むしろ「延命治療の
中止」をめぐる様々な「悲劇」を繰り返させ
る構造的因子となっていると言わねばなら
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ない。確かに「共感的姿勢で善意から患者に
接する」というモラルは、重要なことではあ
る。 

しかし、同時にそこには大きな「落とし穴」
がある。例えば、かつて喘息の発作で搬送さ
れてきた患者の呼吸器を抜去し、さらに筋弛
緩剤を投与した川崎協同病院の女性医師の
ケースにおいて、この医師は、「私生活を犠
牲にしてまで意欲的かつ献身的に医療に携
わっていた」と裁判官にも評価されるほど
「善良な医師」であった。しかしその「善良
さ」から発した善意が「独善」に陥ってしま
ったことに、この事件の悲劇がある。 

こうしたケースを予防するためには、単に
ひとりひとりの医師は「倫理的に優れた判断
力を身に付けること」のみでは達成されない
ばかりか、むしろ、そうした個人の努力を過
度に求める「倫理」は、かえって責任感のあ
る医師ほど倫理的問題を自分独りで解決し
ようと抱え込み、「独善」に陥る傾向に拍車
をかけてしまう。 
そうではなく、この事件の判決文の中でも

指摘されているように、「複数の医師及び看
護師等が連携して対応を決めていくことの
できる体制の確立」、それをサポートする医
療スタッフへの倫理的支援体制、いわゆる
「倫理コンサルテーション」のシステム構築
が不可欠であることを、この事件は示唆して
いると言わねばならない。こうした組織的対
応がなされない限り、このケースと類似した
事件は起こりうるし、現に起こり続けている。
先般、過熱報道された富山県射水市の「人工
呼吸器取り外し」事例も、同様の構造を持っ
た再発例として捉える必要がある。 
国内における先行研究としては、長尾式子

らによるアンケート調査研究（「日本におけ
る病院倫理コンサルテーションの現状に関
する調査」『生命倫理』第 15 号、2005 年、
101-106．）が挙げられる。1980 年代から倫理
コンサルテーションに取り組んでいる米国
に関する研究としては、Orlowski らによるも
の（Orlowski JP, et al. Why doctors use or 
do not use ethics consultation. Journal of 
Medical Ethics, 32, 2006, 499-502.）、な
らびに Duval らによるもの（Duval G, et al. 
What triggers requests for ethics 
consultaions? Journal of Medical Ethics, 
27, 2001, 24-29.）が注目に値するが、国内
の長尾らによるものも含めて、これらはいず
れも倫理コンサルテーションが行われてい
るかどうか、あるいはまた、現場の医療従事
者がどのような動機とニーズから倫理コサ
ンルテーションの必要性を感じているか等
に関する実態調査に留まっており、実際に、
臨床現場に根差したコンサルテーション・シ
ステムを、どのように、とりわけ実践的に構
築するにあたっての具体的課題や方向性、あ

るいは克服すべき阻害要因等に関する分析
を行うまでには至っていない。 
そうした中、2001 年よりスタートした UK 

Clinical Ethics Network の構築にあたって、
それをどのような課題意識のもと、臨床現場
にどのような問題があるかという具体的観
点に根差して、極めて実践的に考察された文
献としては、英国の 2000 年の NHS Trust に
よ る 臨 床 倫 理 支 援 活 動 に 関 す る 報 告
（Slowther A, et al: case consultation, 
p45, in Clinical Ethics Support in the UK: 
A review of the current position and likely 
development, the Nuffield Trust, 2001）
が高く評価できる。報告者は、2006 年 2月に
英国へ渡り、上記報告書の責任者である
Dr.Slowther をはじめ、オックスフォード大
学 Ethox センター所長 Prf.Parker、ならびに
前所長の Prof.Hope に対し、英国において倫
理コンサルテーション・システムを構築する
にあたって、どのような課題があり、またそ
れらを克服してきたかに関する具体的なイ
ンタビュー調査を実施した（平成 17 年度科
学研究費補助金「若手研究（B）」）。 

本研究では、その成果をもとに、以下の３
点を中心に報告を行う。 

(1) 多忙な現場で医療スタッフが「精神的
な視野狭窄」から「独善」に陥らないように
するために、臨床倫理コーディネータ（倫理
コンサルタント）が果たすべき役割は何か。   

(2) 特定の医療従事者が倫理問題を独りで
抱え込むのではなく、文字通り「チーム医療」
が機能するために倫理コンサルテーション
が果たすべき役割は何か。 

(3) 倫理コンサルテーションが医療現場に
根付くために必要な要素、あるいは阻害要因
は何であるか。 
 
２．研究の目的 
国内の医療現場にはさまざまな倫理的問

題が存在し、医療を受ける側である患者・家
族はもちろんのこと、医療を提供する側であ
る医療従事者も深刻な悩みを抱えている。と
りわけ神経難病医療の現場では、こうした倫
理的ジレンマはいっそう深く悩ましい。例え
ば英国では 2001 年より、UK Clinical ethics 
network という倫理問題に遭遇した医療者を
サポートする「倫理コンサルテーション」の
システムが存在している。ところが、国内に
は欧米圏におけるような臨床倫理コンサル
テーションの仕組みや、倫理委員会での迅速
な対応など、臨床倫理サポートの体制がまっ
たくといっていいほど整備されていない。 

本研究では、こうした状況を鑑み、臨床倫
理サポートのプロトタイプとして、報告者が
運営を開始した常設型倫理コンサルテーシ
ョン・ルーム（宮崎大学医学部にて 2002 年 9
月より「常設型倫理コンサルテーション：【喫



 

 

茶☆りんり】」を設置し、また 2005 年 5 月よ
り宮崎東病院内に設置した「病院内常設型倫
理コンサルテーション：【かふぇ☆りんり】」
は、主に神経難病病棟スタッフをサポートす
る目的で立ち上げた）を利用したことのある
医療従事者に対するインタビュー調査を踏
まえ、「臨床倫理コンサルテーション」の現
状と課題、特に臨床倫理サポートを担う人材
の基本的素養とスキルを明らかにすること
を目的とした。 

 
３．研究の方法 
常設型倫理コンサルテーション・ルーム

（本店【喫茶☆りんり】、姉妹店【かふぇ☆
りんり】）にて倫理相談をしたことがある、
主として神経難病医療または終末期医療に
関わっている医療従事者（看護師、医師、作
業療法士、理学療法士、ソーシャル・ワーカ
ー等、職種は問わない）を対象とし、調査協
力に同意をしてくれたスタッフに対し半構
造的インタビューを行い、逐語録を質的に分
析した。  
インタビュー期間は、2006 年 3 月から 10

月。インタビュー参加者は、総計 18 名。内
訳は以下の通り。看護職：10 名、医師：4名
（神経内科医：3名、ホスピス・ドクター：1
名）、医療福祉関連職：4名（ソーシャル・ワ
ーカー：2 名、介護福祉専門員 1 名、特殊機
能指導員 1名）。 

主な質問項目は以下の通り。「倫理相談を
受けてみようと思った動機は何か。」「受けて
みて良かったことは何か。」「患者さんへの接
し方やあなた自身の考え方で変化したこと
はあったか。」「物足りなかったことはなかっ
たか。」「倫理相談を行う人材には、どのよう
なスキルや素養が必要だと思うか。」「倫理相
談をはじめとする臨床倫理サポートは必要
だと思うか。」 
 
４．研究成果 

主な結果は以下の通り。「動機」について
は、「患者とのコミュニケーションの問題」、
「医療従事者間の対立」、「診療行為の適性に
対する疑問」、「治療方針に関する迷い」等の
他、「現場の医療慣行に対するモヤモヤした
感覚」を抱き、「とにかく相談してみたい」
という理由での相談もあった。 
「効用（良かった点）」としては、「具体的

なアドバイスや方向性の提示」、「職業的盲点
や自己の固定観念からの解放」、「自分自身へ
の振り返りの機会を得る」、「新たな気付き」、
「精神的ストレスの解消」、「自分の悩みをわ
かってもらえるという実感」、「話し合うこと
の大切さの再認識」、「同職種間に限定された
話し合いによって生じる煮詰まり感の打開」
等が挙げられた。 

倫理コンサルタントの「スキル・素養」に

ついては、「医学および倫理学の知識」、「医
療現場の現実への精通」、「話し易さ」、「お仕
着せでない態度」、「明るさと優しさ」、「アク
セスの容易さとすばやいレスポンス」、「包容
力」そして「第三者的立場にあること」等が
挙がった。 
 

表：インタビュー結果のまとめ 
 

＜＜臨床倫理コンサルテーション依頼のきっかけ＞＞ 

① 診療方針に関する迷い（倫理的・法的妥当性に対す

る不安） 

② 医師と患者・家族との板挟みにあって（看護師など

医師以外の医療従事者の場合） 

③ 患者・家族への対応に困って 

④ 医療従事者間の意見の不一致をきっかけに 

⑤ 「モヤモヤ」して （漠然とした「煮詰まり」感） 

 

＜＜倫理コンサルテーションに対する積極的評価＞＞ 

① 具体的なアドバイスを得る 

② 疑問的・問題点を整理できる 

③ あらたな「気づき」を得る 

④「スッキリ感」が得られる 

⑤ 同職種間の「煮詰まり」を打開できる 

⑥ 感情的・心理的サポートが得られる 

⑦「チーム」によるコンセンサス形成が得られる 

⑧「医療・ケアの質」の向上に貢献できる 

 

＜＜臨床倫理コンサルタントに求められる資質＞＞ 

① 法的・倫理的知識のみならず、医療現場の実情に精

通していること 

② コミュニケーション・スキル（話しやすさ：傾聴、

共感、受容、包容力、人柄の明るさ、等） 

③「中立的」立場（患者・家族の側でもなく、医療者側

でもなく、というバランス感覚） 

 

＜＜倫理コンサルテーション活用の阻害要因＞＞ 

①「倫理」という言葉のネガティブなイメージ 

②「倫理を語る」ことに対する抵抗感 

③ 時間的・精神的余裕の無さ 

④ 医療チーム内での問題意識共有の欠如 

 

＜＜倫理コンサルテーションの今後の課題＞＞ 

①「倫理委員会」の限界 

② 施設内常駐「倫理コンサルタント」へのニーズ 

③ 24 時間「フルタイム」倫理コンサルテーションへの  

ニーズ（活用のしやすさの工夫） 

 
「阻害要因」に関連する逐語録を分析する

中で特徴的なカテゴリーとしては「医療従事
者の多忙さ」、「倫理的なことを語るにあたっ
ての心理的抵抗感」、「初めて話す場合のコン
サルタントの人間性に対する不安」等が注目
に値する。 
さらに「倫理」という言葉の持つ様々な「ネ

ガティブ・イメージ」のため、参加者は倫理
的な発言を行う難しさと「敷居の高さ」を感



 

 

じていたが、回答者全員が第三者的立場から
の迅速な臨床倫理サポート（臨床倫理コンサ
ルテーション）の必要性を認めていた。医療
従事者の「バーン・アウト予防のためにも有
益」という発言も多く見られたことからも、
現場の医療スタッフに対する組織的・体系的
な「倫理コンサルテーション」の体制を早急
に確立することが必要であるといえる。 

とりわけ強調しなくてはならないことは、
倫理問題を「個人の悩み」にしないというこ
とである。質的分析の結果からも浮かび上が
ってきたように、「患者のために献身的・自
己犠牲的に努力すること」のみを要求する
「倫理」教育だけでは、かえって責任感のあ
る医療スタッフほど倫理的問題を自分独り
で解決しようと抱え込み、「独善」に陥る傾
向性を助長してしまう。いわゆる「真面目で
患者想いの『善良な医療者』」ほど、この「独
善の罠」に陥りやすいばかりでなく、その結
果バーン・アウトしてしまったとするなら、
それは「悲劇」という他ない。こうした「独
善の悲劇」を予防するためにも、「倫理コン
サンルテーション」は不可欠である。 
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